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⁂⁑⁂ 指定難病医療費助成制度のご案内⁂⁑⁂ 
                              県南健康福祉センター版 

 

１．制度の概要 

発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立されていない、希少な疾患（難病）のうち、 

国が定める疾患を指定難病といいます。原因究明や治療方法の開発等の研究を進めるとともに、 

医療費の負担軽減を図ることを目的として、その治療に係る医療費の一部を助成しています。 

支給を受けるには、申請の上認定される必要がありますので、手続きをお願いします。 

 

２．対象者 

医療費助成の対象となるのは、次の①～③の全てを満たす方です。 

① 小山市・下野市・上三川町・野木町に住所がある 

（患者が18歳未満の場合には、患者の保護者が小山市・下野市・上三川町・野木町に住所がある） 

② 指定難病に該当し、重症度の基準を満たしている 

③ 国民健康保険や組合健康保険等、公的健康保険に加入している又は生活保護受給者 

 

３．申請から認定までの流れ 

① 都道府県が指定する難病指定医（※１）に、所定の診断書（臨床調査個人票）の作成を依頼します。 

② 必要書類を全て揃えて、県南健康福祉センターに申請します。 

③ 県南健康福祉センターから栃木県庁へ書類が送付されます。 

④ 栃木県指定難病審査会で、認定基準を満たすか否か審査が行われます。 

⑤ 承認の場合は医療費受給者証が発行され、不承認の場合は、不承認通知書が発行されます。 

⑥ 指定医療機関（※２）で医療費受給者証を提示することで、医療費助成を受けることができます。 

助成開始日から受給者証発行までの医療費は、払い戻し請求をすることができます。 

                          ① 臨床調査個人票作成                      ※１ 

                                                        

                             ⑥ 受診・治療                                            

                      

 

                                                                ※２ 

                                                                

                                                                

 

 

 

【注意事項】 

・原則として、必要書類が全て揃っていることが必要です。 

書類が不足している場合には受理できませんので、十分ご注意ください。 

・申請から医療費受給者証（または不承認通知）発行まで、通常、概ね２～３か月の期間を要します。 

なお、審査会において書類の不備など不明な点があった場合は、医療機関に問い合わせを行うため、さら 

に時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。 

↑医療費助成 

制度の栃木県

ホームページ 

指定医療機関 

難病指定医 

新規申請に必要な臨床調査個

人票を記載できるのは、難病指

定医に限られます 

医療費の給付を受けることが

できるのは、指定医療機関（病

院・薬局・訪問看護ステーショ

ン）で行われた医療に限られま

す 県南健康福祉センター 栃木県庁 

指定状況については、都道府県 

ホームページをご覧いただくか、 

医療機関に直接お問い合わせ 

ください。 

 

患者 

② 申請 

③ 送付 

④ 審査 

⑤ 発行 
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４．医療費助成の開始日（有効期間開始日） 

審査の結果、承認となった場合は、医療費受給者証が発行され、有効期間開始日が設定されます。 

助成の開始期日は、新規申請時に「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒しできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜有効期間開始日のパターン例＞ 

 
       申請日の        申請日の 

3 か月前        1 か月前  診断年月日 申請日 
        11/10         1/10     1/15   2/10 
 

                            遡り可 
             診断年月日               
              12/25        

                       遡り 1 か月可 

                         
          
 

                 やむを得ない理由あれば遡り可 
 診断年月日 
  10/25                      

         
            やむを得ない理由あれば遡り可  

                

 

５．特定医療費(指定難病)受給者証の有効期限について 

原則、有効期間開始日の属する年の12月31日までとなります。 

例外もありますので、詳しくは県南健康福祉センターにお問い合わせください。 

 

６．医療費助成の内容（指定医療機関で行われた内容に限る） 

項 目 内 容 

対象医療の範囲 指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療 

医療の給付 入院、外来、院外薬局、（健康保険を使用した）訪問看護 

介護の給付 
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リ

ハビリテーション、（介護予防）居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護医療院サービス 

 （注意）対象にならないもの 

医療費受給者証記載の有効期間外にかかった医療 臨床調査個人票等の各種証明書発行料金 

認定された疾病以外に対する治療の自己負担分 はり、きゅう、あんま、マッサージの費用 

差額ベッド代、文書料等の保険診療以外の自己負担額 医療機関・施設までの交通費、移送費 

無保険での治療、治療用装具についての療養費等 補装具の作成費用 

指定医療機関以外での受診で生じた医療費や薬代                           など 

７．自己負担上限月額について 

▼前倒しが可能な期間は、原則として申請から１か月です。 

ただし、診断年月日から１か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、 

最長３か月まで延長できます。 

「やむを得ない理由」とは、以下の場合等をいいます。 

・臨床調査個人票の受領に時間を要した 

・症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要した 

・大規模災害に被災した   等                           

▼「軽症高額該当基準（要件は７ページ⑨参照）」に該当して医療費助成対象となった場合の有効期間開始日 

は、「軽症高額該当基準を満たした日の翌日」となります。 

・開始日は軽症高額の場合も同様です（診断年月

日を、軽症高額該当基準を満たした日の翌日に

置き換える）。 

・重症度分類と軽症高額該当基準の両方を満た

し、「重症度分類を満たしていることを診断した

日」よりも「軽症高額該当基準を満たした日の

翌日」が前の日付だった場合は、申請日から 1

か月又は３か月前の範囲において、早い日付で

ある「軽症高額該当基準を満たした日の翌日」

が開始日となります。 
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受給者は、受診した複数の医療機関の自己負担額をすべて合算し、自己負担上限月額を限度とした金

額を負担します。自己負担上限月額は、《表１》に示す支給認定基準世帯員（※３）の市町村民税額（所得割

額）に応じて、《表２》のとおり決まります。 

※３ 支給認定基準世帯員とは 

自己負担上限月額を算定する際に基準となる世帯員のことで、住民票上の世帯員とは異なります。 

患者が加入している健康保険によって、支給認定基準世帯員が異なります。 

≪表１≫ 保険種別ごとの支給認定基準世帯員 

患者が加入している健康保険の種別 支給認定基準世帯員 

国民健康保険（退職国保含む） 患者を含む、同じ住民票上で同じ健康保険に加入している方全員 

 国民健康保険組合 

後期高齢者医療制度 

被用者保険(協

会けんぽ、組合

健保、共済等） 

患者が被保険者本人 患者本人分のみ 

患者以外が被保険者

となっている場合 

被保険者の方のみ 

ただし、被保険者が非課税の場合には、被保険者及び患者 

≪表２≫ 自己負担上限月額表 

階層区分 階層区分の基準 

患者負担割合：２割（注１） 

自己負担上限月額（外来＋入院＋薬代＋介護給付費） 

一般 
高額かつ 

長期（注２） 

人工呼吸器等 

装着者 

生活保護（A） － 0 0     0 

低所得Ⅰ（B1） 市町村民税 

非課税（世帯） 

（注３） 

本人年収 

～80万円 
2,500 2,500 

1,000 

低所得Ⅱ（B2） 
本人年収 

80万円超～ 
5,000 5,000 

一般所得Ⅰ(C1) 
市町村民税所得割額 

7.1万円未満 
10,000 5,000 

一般所得Ⅱ

(C2) 

市町村民税所得割額 

7.1万円以上25.1万円未満 
20,000 10,000 

上位所得（D） 
市町村民税所得割額 

25.1万円以上 
30,000 20,000 

 

注１ 患者負担割合について 

健康保険上で３割負担となっている患者が特定医療費の支給認定を受けた場合、患者の負担は医療費 

の２割となります。なお、１割負担となっている患者は、そちらの負担割合が優先されます。 

注２ 「高額かつ長期」について 

「高額かつ長期」とは、指定難病としての認定を受けた後に月ごとの医療費受給者証を使用した医療費 

の総額が５万円を超える月が年間６回以上ある方が該当します。別途申請が必要です。 

（例）健康保険が２割負担の場合、医療費の自己負担が１万円を超える月が年間６回以上。 

注３ 被用者保険の被保険者が市町村民税非課税であっても、患者本人に市町村民税が課税されている場合、 

階層区分は一般所得Ⅰとなります。 

 

８．必要書類     県南健康福祉センターに次の書類を提出してください。 
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≪表３≫【Ａ共通】全員が提出する書類  

☆マークは規定された様式に記入するものです。その他は、ご自身でご用意いただく書類です。 

 書類等の名称 

□ ☆①特定医療費（指定難病）支給認定申請書 記入例を参考に記載してください。 

□ 
☆②臨床調査個人票（新規用） 

   記載日から６か月以内のもの 

該当する疾病について、医療機関で臨床調査個人

票の作成を依頼してください。 

（難病指定医でなくては作成できません。） 

別紙「臨床調査個人票について」および「臨床調査

個人票（新規）を作成いただく指定医の皆様へ」を医

療機関へ提示してください。 

□ 

③健康保険の「被保険者証」、 

「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」 

（いずれかのコピー） 

   有効期限の切れていないもの 

【 本人・           分】 

加入している健康保険の種別によって、提出していただく対象

者・書類が異なります（下の《表4》および５ページを参照） 

マイナ保険証のみの方は以下の方法で情報を印刷 

スマホからマイナポータルアプリをダウンロード 

→マイナポータル→証明書の「健康保険証」をタップ 

→「医療保険の資格情報をPDFで保存」をタップ 

→保存したPDFを印刷（お持ちのパソコンかコンビニ等で印刷） 

★印刷ができないときは保存したPDFを申請時に提示してくだ

さい。職員がデジカメで撮影し印刷します 

□ 

④申請時に取得できる最新の市町村民税 

所得割額が確認できる書類 

【 本人・           分】 

□ 

⑤住民票  

（発行から３か月以内で、住民登録の内容及び続柄、個人番号（マイナンバー）が記載され 

ている世帯全員分のもの） 

   リーフレット「特定医療費(指定難病)及び小児慢性特定疾病医療費の申請にマイナンバーが必要と 

なります！！」をご参照ください。 

□ 

 ⑥個人番号（マイナンバー）の提供に関する本人確認書類 

リーフレット「特定医療費(指定難病)及び小児慢性特定疾病医療費の申請にマイナンバーが必要 

となります！！」をご参照ください。 

≪表４≫ 

 対象者 

③健康保険の被保険者証等 

（コピー） 

④市町村民税所得割額が 

確認できる書類 

国民健康保険 

（退職国保、国民健康保険組合を含む） 同じ住民票上で同じ健康保険に加入している方全員分 

後期高齢者医療制度 

被用者保険 

（全国健康保険協会、

健康保険組合、共済

組合、船員保険等） 

患者が被保険者 患者分のみ 患者分のみ 

患者以外が 

被保険者 

被保険者及び患者分 

患者本人の保険証で被保険者を

確認できる場合は、被保険者分

の添付を省略できます。 

被保険者分のみ 

被保険者が非課税の場合は、 

被保険者及び患者分 

【補足】 

保険種別 

提出書類 
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④ 市町村民税（所得割）の課税状況が確認できる書類（最新のもの） 

注意Ⅰ：患者が国民健康保険の被保険者であり、保護者（親権を行う者や未成年後見人等）が後期高齢医療 

の被保険者である場合は、当該保護者のほか当該患者と同じ国保に加入している方全員分が必要 

になります。 

 

注意Ⅱ：加入する健康保険が「国民健康保険組合」の場合を除き、義務教育修了前の世帯員及び昨年度義務 

教育終了年度であった世帯員については、市町村民税（所得割）の課税状況が確認できる書類の提 

出を省略できます。 

 

注意Ⅲ：次のア～ウいずれかの書類です。源泉徴収票又は確定申告書の写しでは受理できません。 

「被用者保険で市町村民税が非課税の方」又は「国民健康保険組合に加入している方」は、アをご

用意ください。 

 

ア 最新の市町村民税（非）課税証明書（原本） 

 

 

 

   市町村民税非課税の方で、低所得者Ⅰの認定を受けるためには、患者又は保護者について、以下の合

計額が80万円以下であることを証明する書類があわせて必要になります。 

      ａ 前年の合計所得金額 

      ｂ 前年中の公的年金等の収入額 

      ｃ 前年に支給された障害基礎年金その他の給付（詳しくは８ページ《表６》参照） 

 

 イ 給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書（最新のもの。全てのページのコピー） 

   給与所得のみで、市町村民税の課税がある方（年金収入のある方を除く）に限ります。 

 

 ウ 市町村民税の税額決定・納税通知書（最新のもの。全てのページのコピー） 

 

⑤ 住民登録の内容及び続柄、個人番号（マイナンバー）が記載されている住民票 

申請時における住民登録の内容及び続柄（※４）が記載されているもの（発行から３か月以内のもの）。 

原則として、住民票上の世帯全員が記載されたものが必要となります。 

また、個人番号（マイナンバー）が記載されたもの（※５）をご用意願います。 

ただし、不要な場合は、受付時に職員がマスキング等を行い、不要な情報を収集しないようにします。 

※４ 患者本人が申請者となる場合は、当該住民票への続柄の記載がなくても差し支えありません。 

※５ 詳細は、リーフレット「特定医療費(指定難病)及び小児慢性特定疾病医療費の申請にマイナンバーが必要となりま

す！！」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

≪表５≫【Ｂ該当者】該当する方が提出する書類  

小山市   上三川町、下野市、野木町 

市・県民税課税証明書        住民税決定証明書 
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☆マークは規定された様式に記入するものです。その他は、ご自身でご用意いただく書類です。 

 書類の名称 該当者 

□ ☆⑦同意書（健康保険の区分確認） 

保険種別が一部の国民健康保険（高根沢町及

び栃木県以外の国民健康保険）又は国民健康

保険組合である方 

保険者宛て高額療養費における所得区分等の

照会するために必要なものです。 

□ 

⑧「特定医療費（指定難病）受給者証」又は 

「小児慢性特定疾病医療受給者証」等 

（コピー） 

同一の健康保険に加入している者の中で指定

難病又は小児慢性特定疾病の医療費助成を受

けている者がいる方 

（患者本人が小児慢性特定疾病医療受給者で

ある場合も含む。） 

□ ⑨医療費申告書 
軽症高額該当基準に該当する方 

（申請日の属する月以前の12か月以内におい

て、医療費総額が33,330円を超える月が３

か月以上ある方） 
□ 

⑩指定難病に係る医療費の領収書・ 

診療明細書等（コピー） 

□ ⑪生活保護等の受給を証明する書類 

生活保護等を受給している方 

この書類を提出される方は、「【Ａ共通】全員が

提出する書類」の一部を省略できる場合があり

ます。詳しくは７ページをご参照ください。 

□ 
☆⑫委任状 

 

法定代理人及び保護者（親権を行う者、未成年

後見人その他の者で、児童を現に監護する者）

以外の方が、申請書等を持参する場合は提出

してください。 

申請者は、原則は患者本人（18歳未満である

場合は保護者）です。患者の家族であっても保

護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者

で、児童を現に監護する者）でなければ申請を

行うことはできません。 

□ ⑬戸籍謄本その他の資格を証明する書類  申請者の法定代理人が申請書を持参する場合 

□ 
⑭福祉事務所長が発行した境界層該当証明書

（指定難病の患者に係る医療費） 

該当者の場合、福祉祉事務所が発行した境界

層該当証明書を提出してください。 

□ 

☆⑮指定難病の医療費助成・登録者証の申請に 

おける臨床調査個人票情報の研究等への利 

用についての同意書 

同意いただける場合は提出してください。 

なお、同意いただけない場合でも申請や認定

の可否に影響はありません。 

 

 

【補足】 
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⑨ 医療費申告書（軽症高額該当基準に該当する場合）     

特定医療費の支給認定の要件である重症度分類等を満たさないものの、申請日の属する月以前の 

12か月以内（※６）において、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が３か月以上ある方には、 

軽症高額該当者として医療費助成の対象となります（発症年月が１年以内のときは発症年月以降～現

在までの医療費）。 

  ※６「申請日の属する月から起算して12月前の月」又は「支給認定を受けようとする指定難病の患者が 

当該指定難病を発症したと難病指定医が認めた月」を比較していずれか後の月から申請日の属す 

る月までの期間。 

 

なお、重症度分類と軽症高額該当基準の両方を満たし、「重症度分類を満たしていることを診断した

日」よりも「軽症高額該当基準を満たした日の翌日」が前の日付だった場合は、申請日から1か月又は３

か月前の範囲において、「軽症高額該当基準を満たした日の翌日」が有効期間開始日として適用される

ため、該当する場合には必ずご提出ください。 

医療費総額33,330円以上とは・・・ ３割負担で自己負担9,999円/月以上 

                                    ２割負担で自己負担6,666円/月以上 

                             １割負担で自己負担3,333円/月以上 

 

⑩ ⑨に関する証明書類（軽症高額該当基準に該当する場合）   

⑨医療費申告書を提出する場合、かかった医療費が確認できる領収書等を添付してください。 

対象となる医療費は、指定難病に係るもの及び当該指定難病に付随して発症する傷病に関する医療費 

のみで、入院時の食事療養費・生活療養費は対象外となります。 

 

⑪ 生活保護の受給を証明する書類  

ア 患者及び支給認定基準世帯員が生活保護を受給している場合、次のいずれかを提出してください。 

ⅰ 生計を一にする全員が記載された生活保護受給証明書のコピー 

ⅱ 生活保護受給者証のコピー（各自治体により取り扱いが異なります。） 

 

イ 患者及び支給認定基準世帯員が、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令において、支援給付を必要とする状態にあ

る者又は 支援給付を受けている者である場合は、支援給付を証明する書類（支援給付決定通知書

等）を提出してください。 

 

ウ 生活保護受給者で、健康保険に加入されていない場合は、③ 健康保険の被保険者証（コピー）及び 

④市町村民税所得割 が確認できる書類（最新のもの）の提出は不要です。 

エ 生活保護受給者かつ健康保険に加入されていて、保険種別が国民健康保険又は後期高齢者医療制度 

の場合は、③ 健康保険の被保険者証（コピー）を提出してください。 

オ 生活保護受給者かつ健康保険に加入されていて、保険種別が被用者保険・国保健康保険組合の場合 

は、③ 健康保険の被保険者証（コピー）、④ 市町村民税所得割額が確認できる書類（最新のもの）を

提出してください。 
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「前年に支給された障害基礎年金その他の給付」について  

《表６》のいずれかの年金又は給付を受給している場合、低所得Ⅰの認定を受けるためには、前年の１月から

12月までの総支給額が確認できる書類の提出が必要です。 

 

ア 「前年の支給額80万円以下が確認できる場合」 

→階層区分が「低所得Ⅰ」となり、月額自己負担上限額は2,500円となります。 

 

イ 「前年の支給額が80万円より多い場合」又は「添付がない場合」 

→階層区分が「低所得Ⅱ」となり、月額自己負担上限額は5,000円となります。 

 

≪表６≫ 

 

           

給付の種類 必要書類 

国民年金法に基づく「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」、「寡婦年金」と法改正前

の国民年金法に基づく「障害年金」 

・年金決定通知書 

・年金額改定通知書 

・「特別障害給付金の振込通知書 

等」又は「前年（１月～12月） 

の総支給額が確認できる通帳 

のコピー」 

厚生年金保険法に基づく「障害厚生年金」、「障害手当金」、「遺族厚生年金」と法

改正前の厚生年金保険法に基づく「障害年金」 

船員保険法に基づく「障害年金」、「障害手当金」と法改正前の船員保険法に基

づく「障害年金」 

国家公務員共済組合法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年

金」と法改正前の国家公務員等共済組合法に基づく「障害年金」 

地方公務員等共済組合法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済

年金」と法改正前の地方公務員等共済組合法に基づく「障害年金」 

私立学校教職員共済法に基づく「障害共済年金」、「障害一時金」、「遺族共済年

金」と法改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく「障害年金」 

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農

林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定

する移行農林共済年金のうち「障害共済年金」、同条第五項に規定する移行農

林年金のうち「障害年金」及び同法附則第二十五条第四項に規定する「特例年

金給付のうち障害を支給事由とするもの」 

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく「特別障害

給付金」 

労働者災害補償保険法に基づく「障害補償給付」、「障害給付」 

・「当該給付金に関する振込通知 

書」又は「前年の総支給額が確 

認できる通帳のコピー」 

国家公務員災害補償法に基づく「障害補償」 

地方公務員災害補償法に基づく「障害補償」及び同法に基づく条例の規定に基

づく補償で「障害を支給事由とするもの」 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく「特別児童扶養手当」、「障害

児福祉手当」、「特別障害者手当」並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九

十七条第一項の規定による「福祉手当」 

【申請書類の提出先・お問い合わせ先】 

県南健康福祉センター 健康対策課 栄養難病担当 

〒323-0811 小山市犬塚３－１－１ TEL：0285-22-1509 


